
綾瀬市保育士等家賃補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、市内の保育施設に勤務する保育士等の人材確保や離職防止を図

るため、保育士等が本人名義で契約する民間賃貸住宅の家賃の一部を補助すること

について、綾瀬市補助金等に係る予算の執行に関する規則（昭和５１年綾瀬町規則

第１５号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるもの

とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

 (1）保育施設 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」という。）第

３９条第１項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的

な提供の推進に関する法律（平成１８年法律第７７号）第２条第６項に規定する

認定こども園及び法第３４条の１５第２項の規定による認可を受けた法第６条の

３第１０項に規定する小規模保育事業を行う施設のうち、綾瀬市内において法人

又は個人が運営する施設をいう。 

(2) 保育士等 保育士、看護師、保健師、子育て支援員のいずれかの資格を有して

いる者で、労働基準法施行規則（昭和２２年厚生省令第２３号）第５条第１項第

１号の３の規定により明示された就業の場所が保育施設であり、かつ、従事すべ

き業務が保育であるものをいう。 

(3) 常勤 期間の定めのない労働契約（１年以上の期間を定めた労働契約を含む。 

）を締結し、かつ、保育施設（異なる保育施設間で人事異動を行う等、相互に密

接な関連を有する保育施設は、同一の保育施設とみなす。）において１日６時間

以上かつ月２０日以上（それと同等の勤務条件と市長が認める者を含む。）常態

的に継続して勤務し、当該保育施設を適用事業所とする社会保険の被保険者とな

っていることをいう。 

(4) 民間賃貸住宅 保育士等が自己の居住の用に供するために住宅の所有者（法人

又は個人に限る。）との間で賃貸借契約を締結した住宅をいう。ただし、当該保

育士等の一親等以内の親族が所有している住宅は除く。 



(5) 家賃 民間賃貸住宅の賃貸借契約に定められた貸借料の月額をいう。ただし、

共益費、管理費、駐車場使用料その他住居以外の費用を除く。 

(6) 住宅手当 保育施設を運営する事業者が、その雇用する保育士等に対して支給

する住宅に関する手当等の月額をいう。 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付を受けることができる者（以下「補助対象者」という。）は、

民間賃貸住宅に居住する保育士等で次に掲げる要件の全てを満たす者とする。 

(1) 保育施設において保育士等として常勤していること。 

(2) 保育施設を設置し、又は運営している事業者の役員でないこと。 

(3) 申請を行う日の属する年度の４月１日において、保育施設（既に退職している

保育施設を含む。）に常勤の保育士等として雇用された日から７年が経過してい

ないこと又は当該年度に保育施設に初めて常勤の保育士等として雇用された者で

あること。 

 (4) 婚姻（届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。

）をしていない者で、次のいずれかに該当するものであること。 

  ア 単身世帯の者 

  イ 世帯員が１８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある子のみで

ある者 

(5) 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）に規定する住宅扶助その他の公的家

賃補助を受けていないこと。 

（補助額） 

第４条 補助金の額は、家賃から住宅手当を控除した額とし、１月につき４０，００

０円を上限額とする。 

（補助対象期間） 

第５条 補助の対象となる期間は、補助金の交付を決定した日の属する年度の４月（

当該年度の途中で雇用された者にあっては、雇用された日の属する月）から、第３

条に掲げる要件のいずれかに該当しなくなった日の属する月と保育施設に常勤の保

育士として雇用された日から７年を経過した日の属する月のいずれか早い月までと

する。ただし、育児休業等（育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者

の福祉に関する法律（平成３年法律第７６号）に基づく休業及び休暇をいう。）及



び、療養休暇等により勤務しなかった月を除く。 

（交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者は、綾瀬市保育士等家賃補助金交付申請書

（第１号様式）に、次に掲げる書類を添えて、補助金の交付を受けようとする年度

の３月３１日までに提出しなければならない。 

 (1) 雇用証明書（第２号様式） 

(2) 保育士等の資格証の写し 

(3) 民間賃貸住宅の賃貸借契約書の写し 

(4) 世帯全員の住民票の写し（市外在住者に限る。） 

（決定の通知） 

第７条 規則第７条の規定による通知は、綾瀬市保育士等家賃補助金（変更）交付（

不交付）決定通知書（第３号様式。以下「決定通知書」という。）によるものとす

る。 

 （変更事項の承認） 

第８条 補助金の交付決定を受けた者（以下「交付決定者」という。）は、補助金の

申請に係る事項に変更が生じたときは、綾瀬市保育士等家賃補助金変更（中止）承

認申請書（第４号様式）に、変更の内容に応じて市長が必要と認める書類を添えて

速やかに市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の提出があったときは、その内容を審査し、変更の可否を決定し、

決定通知書により交付決定者に通知するものとする。 

（申請の取下げ） 

第９条 規則第８条第１項の市長の定める期日は、交付の決定があったことを知った

日から起算して１０日を経過した日とする。 

 （実績報告） 

第１０条 規則第１２条第１項の規定による実績報告は、綾瀬市保育士等家賃補助金

実績報告書（第５号様式）に雇用証明書（第２号様式）を添えて行うものとし、同

項に規定する市長の定める期日は、補助金の交付を決定した年度の翌年度の４月３

０日とする。 

（決定の取消し） 

第１１条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補



助金の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、既に交付した補

助金があるときは、その全部又は一部を返還させることができる。 

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。 

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 

（委任） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか補助金の交付に関し必要な事項は、別に定め

る。 

附 則 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 



第１号様式（第６条関係） 

 

綾瀬市保育士等家賃補助金交付申請書 

 

                             年  月  日 

（宛先）綾 瀬 市 長 

申請者 住  所 

氏  名 

電話番号 

 

綾瀬市保育士等家賃補助金の交付を受けたいので、次のとおり関係書類を添えて申

請します。 

また、申請にあたり、５ 同意・誓約事項に同意し、及び誓約します。 

１ 所要額（    年度） 

 
① 家賃 ② 住宅手当 

③ 補助対象額（①－②） 

※月額上限４万円 

４月 円 円 円 

５月 円 円 円 

６月 円 円 円 

７月 円 円 円 

８月 円 円 円 

９月 円 円 円 

１０月 円 円 円 

１１月 円 円 円 

１２月 円 円 円 

１月 円 円 円 

２月 円 円 円 

３月 円 円 円 

合計（交付申請額） 円 



２ 保有する資格 

  （ 保育士 ・ 看護師 ・ 保健師 ・ 子育て支援員 ） 

 

３ 綾瀬市内で保育士等として雇用された年月日等 

 (1) 雇用年月日（    年  月  日） 

 (2) 事業者名 （                    ） 

 

４ 同意・誓約事項 

(1) 婚姻（届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。）

をしていません。 

(2) 単身世帯又は１８歳に達する日以後の最初の３月３１日までにある子とのみ同

居しています。 

(3) 居住する住宅は、一親等以内の親族の所有ではありません。 

(4) 補助金の要件に該当しなくなった場合及び申請内容に変更があった場合は、速

やかに申請します。 

(5) 綾瀬市が、補助金の決定にあたり必要な範囲で、関係する他の市町村（特別区

を含む。）及び保育施設に確認を行うことに同意します。 

 

５ 添付資料 

(1) 雇用証明書（第２号様式） 

(2) 保育士等資格証の写し 

(3) 賃貸住宅の賃貸借契約書の写し 

(4) 世帯全員の住民票の写し（市外在住の場合のみ。） 

 

  



第２号様式（第６条関係） 

 

雇用証明書 

 

年  月  日 

（宛先）綾 瀬 市 長 

事業者  所 在 地 

名   称 

代表者氏名            

 

 次のとおり雇用していることを証明します。 

氏  名  

住  所  

勤務先名  

勤務先所在地  

採用年月日    年  月  日 ～ 

就労形態 
 週   時間勤務（１日   時間・週    日） 

 月   日勤務 

住宅手当の支給 あり（        円／月）・なし 

 

  



第３号様式（第７条関係） 

 

綾瀬市保育士等家賃補助金（変更）交付（不交付）決定通知書 

 

年  月  日  

 

           様 

 

綾瀬市長          □印  

 

年 月 日付けで申請がありました綾瀬市保育士等家賃補助金の交付につい

ては、綾瀬市補助金等に係る予算の執行に関する規則第５条第１項（綾瀬市保育士等

家賃補助金交付要綱第８条第２項）の規定により、次のとおり決定しました。 

 

１ 交付の可否  可・否（理由：                    ） 

２ 補助金額             円 

３ 補助対象期間 

      年  月  日～   年  月  日 

４ 補助条件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第４号様式（第８条関係） 

 

綾瀬市保育士等家賃補助金変更（中止）承認申請書 

 

年  月  日 

（宛先）綾 瀬 市 長 

 

申請者 住  所 

氏  名              

 電話番号 

 

年  月  日付けで交付決定を受けた綾瀬市保育士等家賃補助金について、

次のとおり変更（中止）したいので、関係書類を添えて申請します。 

 

１ 変更の内容 

申請事項 変更（中止）前 変更（中止）後 

□住所   

□家賃   

□住宅手当の額   

□その他 

（      ） 

  

 

２ 変更（中止）の理由 

 

 

３ 添付書類 



第５号様式（第１０条関係） 

 

綾瀬市保育士等家賃補助金実績報告書 

 

年  月  日 

（宛先）綾 瀬 市 長 

 

申請者 住  所 

氏  名            

電話番号            

 

年  月  日付けで交付決定を受けた綾瀬市保育士等家賃補助金に係る実

績について次のとおり報告します。 

１ 実績調書（    年度） 

 
① 家賃 ② 住宅手当 

③ 補助対象額（①－②） 

※ 月額上限４万円 

４月 円 円 円 

５月 円 円 円 

６月 円 円 円 

７月 円 円 円 

８月 円 円 円 

９月 円 円 円 

１０月 円 円 円 

１１月 円 円 円 

１２月 円 円 円 

１月 円 円 円 

２月 円 円 円 

３月 円 円 円 

合計（交付申請額） 円 



２ 現在雇用されている事業者名 

  (                        ） 

 

３ 添付資料 

雇用証明書（第２号様式） 

 

 


